
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
運
輸
支
局
の
登
録
に
基
づ

い
て
課
税
さ
れ
る
道
税
で
す
。
平

成
25
年
度
の
納
期
限
は
５
月
31
日

（
金
）
で
す
。
必
ず
納
期
限
ま
で
に

納
め
ま
し
ょ
う
。

納
税
通
知
書
は
５
月
７
日
（
火
）

に
発
送
し
ま
す
が
、
住
所
を
変
更

さ
れ
た
方
や
納
税
通
知
書
が
届
か

な
い
と
い
う
方
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク

総
合
振
興
局
税
務
課
納
税
係
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

自
動
車
税
納
税
通
知
書
（
バ
ー

コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
て
い
る
も
の
）

は
、
従
来
の
金
融
機
関
の
ほ

か
、
指
定
の
コ
ン
ビ
ニ
か
ら

も
納
税
で
き
ま
す
。
事
情
が

あ
っ
て
「
納
期
限
ま
で
に
納

め
ら
れ
な
い
」「
一
度
に
納

め
ら
れ
な
い
」
な
ど
の
ご
相

談
に
つ
い
て
は
、
左
記
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

連
絡
・
問
い
合
わ
せ
先

オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
　

税
務
課
納
税
係

†
０
１
５
２-

41-

０
６
１
６

身
体
障
が
い
者
又
は
精
神
障
が

い
者
で
歩
行
が
困
難
な
方
が
所
有

す
る
軽
自
動
車
等
（
身
体
障
が
い

者
で
年
齢
18
歳
未
満
の
者
又
は
精

神
障
が
い
者
と
生
計
を
一
に
す
る

方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
を
含

み
ま
す
）
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る

も
の
（
１
台
に
限
り
ま
す
）
や
、

そ
の
構
造
が
身
体
障
が
い
者
等
の

利
用
の
た
め
の
軽
自
動
車
等
は
、

申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税
が
減
免

さ
れ
ま
す
。

申
請
手
続
き
に
は
身
体
障
が
い

者
手
帳
等
、
運
転
免
許
証
、
送
付

さ
れ
た
納
税
通
知
書
、
印
鑑
を
持

参
し
て
税
務
担
当
y
番
窓
口
へ
納

期
限
の
７
日
前
（
今
年
は
５
月
24

日
）
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

住
民
企
画
課
税
務
担
当

†
76-

２
１
５
１
（
内
線
２
２
０
）

町
内
の
保
育
所
や
幼
稚
園
に
、

民
間
バ
ス
で
通
う
お
子
さ
ん
の
交

通
費
を
全
額
助
成
し
ま
す
。
該
当

す
る
方
は
、
次
の
方
法
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

町
内
に
住
む
３
歳
以
上

で
、
１
人
で
通
う
こ
と
が
で
き

る
子
ど
も
の
保
護
者
の
方

助
成
額

定
期
乗
車
券
の
運
賃
に

相
当
す
る
額
　
　
　
　
　
　
　

申
請
方
法

購
入
し
た
定
期
券
、

定
期
券
の
領
収
書
、
保
護
者
の

方
の
通
帳
、
印
鑑
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。
後
日
、
助
成
金
を
振

り
込
み
い
た
し
ま
す
。

申
請
先

保
健
福
祉
課
福
祉
担
当

†
76-
２
１
５
１（
内
線
２
３
３
）

まちづくりに対する疑問、ご意見を

お寄せください。

住民企画グループ　† 76－2151

FAX 76－2976

５
月
31
日
（
金
）
は

自
動
車
税
の
納
期
限
で
す

身
体
障
が
い
者
等
の
軽
自
動

車
税
の
減
免
申
請
に
つ
い
て

園
児
な
ど
の
通
園
に

バ
ス
代
を
全
額
助
成
し
ま
す

知
っ
て
い
ま
す
か

自
転
車
の
ル
ー
ル

住民企画課

住民企画

グループ

雪
も
と
け
、
暖
か
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
お
子
さ
ん
に

自
転
車
の
乗
り
方
を
教
え
る
と
い

う
家
庭
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
練

習
を
始
め
る
前
に
、
家
族
で
自
転

車
の
交
通
ル
ー
ル
を
確
認
し
ま
し

ょ
う
。

自
転
車
は
自
動
車
の
仲
間
な
の

で
、
運
転
す
る
と
き
は
車
道
の
左

側
の
端
を
走
り
ま
す
が
、
13
歳
未

満
の
お
子
さ
ん
、
70
歳
以
上
の
方
、

障
が
い
の
あ
る
方
は
歩
道
を
走
行

で
き
ま
す
。
自
転
車
を
降
り
て
押

◎車上狙いに注意！

３月中、美幌町内において４件の車上狙いと３件

の車への器物損壊事件が発生しています。ドアの鍵

穴を壊し、また、無施錠の車内から現金や工具類が

盗まれるなどの被害が出ています。警察でも警戒を

強化していますが、ドアロックは確実にするととも

に、深夜、町内を徘徊
はいかい

する不審者や不審車両を発見

したときは、ただちに110番通報しましょう。

◎振り込め詐欺被害に注意！

依然として振り込め詐欺被害が後を断ちません。

家族の名前を名乗られても、「急にお金が必要にな

った」「電話番号が変わった」などは、詐欺の疑い

が極めて強いので、いったん電話を切り、以前から

使っている電話番号に掛け直してみるなど、本当の

家族かどうか確認をしましょう。

地 域 安 全 ニ ュ ー地 域 安 全 ニ ュ ー スス

美幌と津別の防犯協会と美幌警察署からの情報を掲載しています。

内容については各防犯協会または警察署にお問い合わせください。

道税ホームページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/

夏期間（5月から10月）は休館
日無しで営業してきましたが、
今年度より、年間を通して毎週
火曜日が休館日となります。

木材工芸館の休館日について

■休館日　毎週火曜日
（及び12月30日～翌年1月5日）
産業振興課商工観光担当
†76－2151（内線259）

問

北海道では、交通事故相談所を設置し、専門の相

談員や弁護士が相談に応じています（事前予約制）。

相談は無料です。

※巡回相談は、都合によりテレビ電話を活用して実　

施する場合があります。

●弁護士相談・巡回相談日程及び時間
下記の日程で行います。相談日の週の月曜日までに、

必ず「予約先」に予約してください。

●予約先 オホーツク総合振興局環境生活課

†0152－41－0783（直通）

問い合わせ先 住民企画課　住民企画グループ　†76－2151（内線216）

■交通事故にあったが、どうしたらよいのかわからない。 ■示談をどのように行ったらよいか？

■損害賠償の額が適正かどうかを知りたい。■残された遺児への生活（教育）資金の手当ては？　など

問い合わせ先
2013オホーツク「木」のフェスティバル実行委員会

†0157－25－1331

場　所 北見保健所（北見市青葉町6番6号）

方　法 北見日赤病院精神科　嶋田医師　及び

北見保健所保健師との面接

予約・問い合わせ先

北見保健所　†0157－24－4137

こころの健康相談が
以下の日程で行われます

毎年、全国各地から４万人を超える方々が訪れる

オホーツク「木」のフェスティバル。

オホーツク圏において生産された木材・木製品を

はじめとする「木」に関わる商品を一堂に集めて、

展示販売を行います。

もちろん津別町からもたくさんの商品が出品され

ますので、どうぞ足をお運び下さい。

日　程 ５月17日（金）～19日（日）

時　間 午前10時～午後５時まで

（最終日は午後４時まで）

会　場 サンライフ北見

サンドーム北見

北見市工業技術センター

スキルアップセンター北見

（北見地域職業訓練センター）

し
て
い
る
と
き
は
歩
行
者
と
な
り

ま
す
の
で
、
歩
道
を
歩
き
ま
し
ょ

う
。片

手
運
転
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
携
帯
電
話
を
操
作
し
た

り
、
傘
を
差
し
な
が
ら
運
転
す
る

の
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
二
人
乗
り

や
、
自
転
車
同
士
で
並
ん
で
走
る

の
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

保
護
者
の
方
は
、
児
童
・
幼
児

の
お
子
さ
ん
の
安
全
の
た
め
に
、

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
ら
せ
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。


